別紙１
「ふるさと整備土木事業」
１　対象事業
　　　集落（受益者）管理の道路・水路・橋梁等の補修・改良
その他生活環境整備（土木事業）
　※ただし、国・県・町など公共機関が管理する施設は除く
２　対象事業費
　　　１事業あたり５０万円以上３００万円以内
３　地元分担金
　　　事業費の１／２
　　　　※ただし、県交付金事業（農林業関係）の対象となる場合は１／４
　　　　　（いずれに該当するかは、採択後、別途お知らせします。）
４　申請方法
　　　ふるさと整備土木事業申請書（別紙）を智頭町地域整備課へ提出
５　申請受付期間
　　　令和８年４月６日（月）から令和８年４月３０日（木）まで
６　その他
　　・申請は１集落１事業とします。
　　・採択は先着順ではなく、申請内容を審査し、予算の範囲内で決定します。
　　・５月下旬頃、審査結果を通知します。
・事業に必要な用地確保、支障物撤去交渉は申請者で行ってください。
　（問題が発生した場合、採択後でも事業中止となることがあります。）
・世話人が変更となる場合は、お手数ですが、引継ぎをお願いします
